
生活保護世帯から大学などに
進学する学生に、返す必要の
ない奨学金を支給します

授業料・入学金の免除または減額と
返す必要のない給付型奨学金で、大
学等で学びたい気持ちを応援します
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生活保護世帯から 
進学する若者のための 
給付型奨学金

だれが使えるの？
高校を卒業した年度の３月31日時点で28歳未満であり、世田谷区から生活保
護を受給していた方（その他にもいくつか条件がありますので、くわしくは
ホームページでご確認ください。）

何が支給されるの？
学費（上限50万円）、教材費（実費分）、通学交通費（通学定期代のみ）

どうやって申し込むの？
年３回（４・７・10月）、オンライン、郵送、窓口で申し込めます。

高等教育の 
修学支援新制度

だれが使えるの？
進学先で学ぶ意欲があり、学力基準や世帯収入、資産基準を満た
している学生です。奨学金を受けることができる世帯収入の目安
をシミュレーションすることができます。

どうやって申し込むの？
給付型奨学金は、進学する前年の４月下旬から高校などを通じて
申し込めます。また、進学後にも春と秋の年２回在学中の大学な
どを通じて、申し込むことができます。授業料等の減免は、在学
中の大学などに申し込みます。申込スケジュールは在籍している
学校へ確認してください。

お問い合わせ
子ども家庭課
TEL 5432-2569　FAX 5432-3081


